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（１）河川事業における事業評価

意志決定プロセスにおける透明性の向上

国民へのアカウンタビリティの確保

予算等の限られた資源の効率的な執行

◆事業評価の考え方

事業評価は、以下のような視点に基づき実施

◆事業評価の視点

事業の投資効果（費用対効果分析等）

事業を巡る社会経済状況

事業進捗見込み

代替案の可能性 など

河川事業の実施に際しては、以下を目的として事業評価を実施し、河川整備計

画などの計画策定や事業の採択・継続の決定、住民説明会等の様々な場面に

おいて活用

※公共事業評価の基本的考え方（公共事業評価システム研究会 H14.8）などより作成
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［事業評価の流れ］ （10年継続）

（5年未着工）

（再評価後
5年経過）

（完了後
5年以内）

（新規事業採択） （着工） （完了）

新規事業新規事業
採択時評価採択時評価

再評価再評価 再評価再評価 再評価再評価
完了後の完了後の
事後評価事後評価

必要に応じて適切な改善措置、同種事業の計画調査のあり方等を検討

（２）事業の流れと事業評価の種類

新規事業の採択時において、費用

対効果分析を含めた事業評価を

行うもの。

平成１０年度から導入

新規事業採択時評価

事業採択時から５年経過して未着
工の事業、１０年経過して継続中
の事業等について再評価を行い、
必要に応じて見直しを行うほか、
事業の継続が適当と認められない
場合には事業を中止するもの。

平成１０年度から導入

再評価

事業完了後に、事業の効果、
環境への影響等の確認を行い、
必要に応じて適切な改善措置、
同種事業の計画・調査のあり方
等を検討するもの。

平成１５年度から導入

完了後の事後評価

・新規事業採択時評価は、

費用対効果分析を含め、

総合的に実施

・再評価は、事業の投資効果や

その変化を評価するために、

原則として費用対効果分析を

実施

・事後評価は、費用対効果

分析の算定基礎となった

要因の変化等の評価を実施

※国土交通省所管公共事業の再評価実施要領、河川及びダム事業の際評価実施要領細目等より作成



3

（治水経済調査マニュアル（案）等に基づき算定）

（個別の事業特性等に応じて項目を設定）

費用便益分析
手法の改善

その他の条件 災害発生時の影響

過去の災害実績

災害発生の危険度

地域開発の状況

地域の協力体制

事業の緊急度

災害時の情報提供体制

水系上の重要性

事業実施上の課題の整理 等

可能な限り、定量的な
データを用いて評価

河川・ダム事業における、
治水便益・環境便益等を対象

新規事業採択に
当たっての必要条件

事業特性等に応じて項目を選定し、評価項目毎の評価結果を踏まえ、総合的な視点から採択
優先度を決定するととともに、予算上の制約条件等を考慮の上、新規採択箇所を決定・公表
費用対効果分析については、別に定める「治水経済調査マニュアル（案）」等に基づき算定

〔総合的な評価の実施〕

（３）事業評価の概要（新規事業採択時の例）

関連事業との整合

代替案立案等の可能性

河川環境等を取り巻く状況

河川及びダム湖等の利用状況 等

費用対効果分析（費用便益分析）

※国土交通省所管公共事業の新規事業採択時評価実施要領、河川及びダム事業の新規事業採択時評価実施要領細目等より作成
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直接被害
防止便益

環境便益 利用便益

非利用便益

直接的
利用便益

オプション
便益

存在便益
（存在価値）

遺贈便益

オプション
利用便益

利他的便益

河川・ダム事業

河川に係る環境整備の経済評価の手引き（試案）等に基づき、代替法、ﾍﾄﾞﾆｯｸ法、ＣＶＭ、ＴＣＭ等の手法を用いて算出

治水便益

治水経済調査マニュアル（案）に基づき算出

・家屋、家庭用品、事業所償却資産等の被
害、農作物の被害、公共土木施設被害 等

・事業所等の営業停止被害、公共公益サー
ビスの停止・停滞被害 等

・家屋、事業所の清掃等の事後活動、新たな
出費など応急対策費用 等

ストック便益
（効果）

フロー便益
（効果）

被害防止
便益

高度化
便益

（４）河川・ダム事業の費用便益分析の対象

※治水経済調査ﾏﾆｭｱﾙ案（H17.4）、河川に係る環境整備の経済評価の手引き（試案）（H12.6）より作成

：実際に利用することによる便益

：現在享受しない個人が将来に
おいて享受するかもしれない便益

：他の人が利用することによる便益

：将来の世代が享受する事による
現在の個人の便益

：存在すること自体による便益

・水環境の改善
・生物の良好な生息・生育環
境の保全・復元
・良好な景観の形成
・人と自然の豊かな触れ合い
活動の場の確保
・河川空間利用の増進
（舟運、漁業、観光）
・地下水位の維持
・塩害の防止
※流水の正常な機能の維持
による便益含む

稼動被害
抑止効果

事後的被害
抑止効果

資産被害
抑止効果

人身被害
抑止効果

精神的被害
抑止効果

リスク
プレミアム等

間接被害
防止便益

河川・ダム事業においては、治水・環境便益の各々の便益の算出手法についてマニュアル等を
策定し、費用便益分析を実施
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平成20年

平成19年

事後評価
新規事業

採択時評価

平成17年

平成16年

平成15年

平成12年

平成11年

平成10年

平成14年

平成13年

平成21年

平成18年

備 考再評価年度

行政機関が行う政策の評価に関す
る法律（行政評価法）（H14.4施行）

新規・再評価の導入

マニュアル等の改定

マニュアル等の策定

建設省所管公共事業評価実施要領【H10.4】
河川・ダム事業の事業評価実施要領細目【H10.6】

治水経済調査マニュアル（案）【H11.6】

治水経済調査マニュアル（案）改定【H12.5】
河川に係る環境整備の経済評価の手引き（試案）【H12.6】

国土交通省所管公共事業評価
実施要領【H15.4】

公共事業評価の費用便益分析に
関する技術指針【H16.2】

公共事業評価の費用便益分析に関
する技術指針（共通編）改定【H20.6】マニュアル等の改定の検討

事業評価手法等の検討

（５）事業評価制度等の経緯

マニュアル等の改定

治水経済調査マニュアル（案）改定【H1７.4】

CVMを適用した河川環境整備事業の経済評価の指針（案）【H20.5】

事後評価の導入


